
関西圏における観光誘客交通広告業務委託 

プロポーザル公募要領等に係る質問への回答 

 

（令和７年４月８日現在） 

【受付番号１】 

質問項目 
公募要領 ２ページ 企画提案書の作成 （１）業務の実施計画 

①効果検証の提案 

質問内容 
交通広告の効果検証について、「広告を見た人数」や「広告を見て実際に岐

阜に来た人数」など、どこまでの検証結果が必要でしょうか。 

回  答 
仕様書 ４業務内容（１）①交通広告内で提案する数値的効果に対する検証

結果となりますので提案者の提案内容に則した効果検証が必要です。 

 

【受付番号２】 

質問項目 公募要領 ４ページ （５）企画提案書受付 ウ提出部数 

質問内容 
正本１部、副本９部とありますが、正本と副本に何か違いはございますでし

ょうか。 

回  答 
副本とは、正本の控えとするため、同一内容のものとして作成される文書で

す。正本を複製したもの副本として提出してください。 

 

【受付番号３】 

質問項目 仕様書 ２ページ ５留意事項 

質問内容 

県が取り組む各種プロモーション、イベント、その他事業等との連携、情報

共有を図り、効果的な事業の実施に努めること。とありますが、どの様な連

携、情報共有が想定されますでしょうか。 

回  答 
本事業を実施する時期に県が実施するプロモーションやイベント情報を活

用し、交通広告に反映することを想定しています。 

 

【受付番号４】 

質問項目 
仕様書 ２ページ ９業務の適正な実施に関する事項  

（２）業務の一括再委託の禁止 

質問内容 
「県と協議のうえ、業務の一部を委託することができます。」とございます

が、県と協議をするのはどの時点になりますでしょうか。 

回  答 受託決定後、速やかに協議してください。 

 


